
（様式１）

所管課名
医師・看護人材
確保対策課

整理番号 1-1

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

10日

―

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

准看護師の免許

保健師助産師看護師法第８条、第９条、保健師助産師看護師法施行規則第１条

准看護師の免許

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】
・保健師助産師看護師法
第八条　准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を
受けなければならない。
第九条　次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許（以下「免許」
という。）を与えないことがある。
一　罰金以上の刑に処せられた者
二　前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し
犯罪又は不正の行為があつた者
三　心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことが
できない者として厚生労働省令で定めるもの
四　麻薬、大麻又はあへんの中毒者

・保健師助産師看護師法施行規則
第一条　保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。）第九
条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精
神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当た
つて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

―


